
別紙１

計算書類に対する注記

（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記                                                                      

該当なし

２．重要な会計方針                                                                                  

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産－定額法

無形固定資産－定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、東社協従事者共済会契約者掛金の累計額を計上している。

　　賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金－該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金の金額を注記する。

３．重要な会計方針の変更                                                                            

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度                                                                      

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、

東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分                                                

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

　　　　　　　　　　　（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア、青梅みどり福祉会拠点（社会福祉事業）

「本部」

イ、青梅みどり第一保育園拠点（社会福祉事業）

「保育園　青梅みどり第一保育園」

ウ、青梅みどり第二保育園拠点（社会福祉事業）

「保育園　青梅みどり第二保育園」

エ、かすみ保育園拠点（社会福祉事業）

「保育園　かすみ保育園」



６．基本財産の増減の内容及び金額                                                                    

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。                                                  

（単位：円）
基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

建物（みどり第一）       283,962,311        1,512,000       11,536,710      273,937,601

建物（みどり第二）       415,996,000                0       14,413,616      401,582,384

建物（かすみ）        53,943,325                0        2,774,227       51,169,098

合            計       753,901,636        1,512,000       28,724,553      726,689,083

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し                        

該当なし

８．担保に供している資産                                                                            

青梅みどり第一保育園

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）　　　　　273,937,601円

計　　　　　　　　　　　　273,937,601円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）　57,340,000円

計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 57,340,000円

青梅みどり第二保育園

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）　　　　　401,582,384円

計　　　　　　　　　　　　401,582,384円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）　108,284,000円

計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 108,284,000円

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高                                                

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。                            

（単位：円）

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建物　　　　　　　　　　　（みどり第一）       367,071,539       93,133,938      273,937,601

構築物　　　　　　　　　　（みどり第一）         9,264,192        1,528,248        7,735,944

器具及び備品　　　　　　　（みどり第一）        14,372,977       12,417,192        1,955,785

建物　　　　　　　　　　　（みどり第二）       432,811,878       31,229,494      401,582,384

構築物　　　　　　　　　　（みどり第二）         5,557,137        1,678,650        3,878,487

器具及び備品　　　　　　　（みどり第二）        53,421,365       19,931,146       33,490,219

建物　　　　　　　　　　　（かすみ）       123,299,000       72,129,902       51,169,098

構築物　　　　　　　　　　（かすみ）         8,347,639        7,140,840        1,206,799

器具及び備品　　　　　　　（かすみ）        40,656,851       37,389,397        3,267,454

合            計     1,054,802,578      276,578,807      778,223,771



１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高                                          

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。                          

（単位：円）

債権額 徴収不能引当金 債権の

の当期末残高 当期末残高

事業未収金（第一）         1,677,760                0        1,677,760

未収金　　（第一）            24,120                0           24,120

未収補助金（第一）         2,474,260                0        2,474,260

事業未収金（第二）           853,450                0          853,450

未収金　　（第二）            40,300                0           40,300

未収補助金（第二）         1,313,520                0        1,313,520

事業未収金（かすみ）         1,101,190                0        1,101,190

未収金　　（かすみ）            37,500                0           37,500

未収補助金（かすみ）         2,058,780                0        2,058,780

合            計         9,580,880                0        9,580,880

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益                                      

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。                    

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容                                                                      

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。                                                        

該当なし

１３．重要な偶発債務                                                                                

該当なし

１４．重要な後発事象                                                                                

該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び                          

純資産の状態を明らかにするために必要な事項                                                          

該当なし


